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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の厚さを有する第１ウインドウ領域と前記第１の厚さより厚い第２の厚さを有する
第２ウインドウ領域とを含むウインドウ部材と、
　前記ウインドウ部材の下部に配置された表示パネルと、を含み、
　前記表示パネルは、前記第１ウインドウ領域と厚さ方向に重畳され、第１画素面積を具
備する第１画素を含む第１表示領域、及び前記第２ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳
され、第２画素面積を具備する第２画素を含む第２表示領域を含み、
　前記第２画素面積は、前記第１画素面積より小さく、

　前記ＰＳ１は、前記第１画素面積であり、前記ＥＳ１は、前記第１画素の第１発光領域
の面積であり、前記ＰＳ２は、前記第２画素面積であり、前記ＥＳ２は、前記第２画素の
第２発光領域の面積であり、
　前記表示パネルは、
　前記第１画素の下部電極を前記第１発光領域に対応するように露出させる第１画素定義
膜と、
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　前記第２画素の下部電極を前記第２発光領域に対応するように露出させる第２画素定義
膜と、をさらに含むことを特徴とする表示モジュール。
【請求項２】
　前記ウインドウ部材は、前記第２の厚さより厚い第３の厚さを有し、第３画素面積を有
する第３ウインドウ領域をさらに含み、
　前記表示パネルは、前記第３ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され、第３画素を具
備する第３表示領域をさらに含み、前記第２画素面積は、前記第３画素面積より大きいこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項３】
　平面視するとき、前記第２表示領域は、前記第１表示領域と第３表示領域との間に配置
され、前記第１表示領域を前記第３表示領域と接続させることを特徴とする請求項２に記
載の表示モジュール。
【請求項４】
　前記第１画素定義膜によって露出された前記第１画素の下部電極に対応して前記第１発
光領域が定義され、
　前記第２画素定義膜によって露出された前記第２画素の下部電極に対応して前記第２発
光領域が定義される、請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項５】
　前記表示パネルは、
　前記第１画素と前記厚さ方向に重畳され、前記第１発光領域を規定する第１ブラックマ
トリックスと前記第２画素と前記厚さ方向に重畳され、前記第２発光領域を規定する第２
ブラックマトリックスとをさらに含み、
　前記第１ブラックマトリックスの面積は、前記第２ブラックマトリックスの面積より大
きいことを特徴とする請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項６】
　平面視するとき、前記ウインドウ部材は、円形又は楕円形状を有し、
　平面視するとき、前記第１表示領域は、前記第２表示領域より外側に規定され、
　前記第１表示領域と前記第２表示領域との境界は、前記円形又は楕円形状を有すること
を特徴とする請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項７】
　前記第１画素と前記第２画素をそれぞれ複数備え、
　複数の前記第１画素と前記第２画素は、円筒座標系の半径方向と接線方向に沿ってマト
リックス状に配列されることを特徴とする請求項５に記載の表示モジュール。
【請求項８】
　前記第１ブラックマトリックスの前記接線方向の幅は、前記第２ブラックマトリックス
の一部分である前記接線方向の幅より広いことを特徴とする請求項７に記載の表示モジュ
ール。
【請求項９】
　前記第１ブラックマトリックスの前記半径方向の幅は、前記第２ブラックマトリックス
の一部分である前記半径方向の幅より広いことを特徴とする請求項７に記載の表示モジュ
ール。
【請求項１０】
　前記第１画素は、前記接線方向に沿って配列される第１サブ画素と第２サブ画素とを含
み、
　前記第１サブ画素のサブ発光領域の少なくとも一部は、前記第２サブ画素のサブ発光領
域の少なくとも一部と前記接線方向に重畳されないことを特徴とする請求項８に記載の表
示モジュール。
【請求項１１】
　前記表示パネルは、前記半径方向と平行である第１表示ラインと第２表示ラインとをさ
らに含み、
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　前記第２表示ラインは、複数の前記第１画素の中で前記接線方向に隣接する第１画素の
間と複数の前記第２画素の中で前記接線方向に隣接する第２画素の間に配置され、
　前記第１表示ラインは、前記接線方向に隣接する前記第１画素の間に配置され、前記複
数の第２画素と前記半径方向に離隔されたことを特徴とする請求項７に記載の表示モジュ
ール。
【請求項１２】
　前記第１表示領域で表示される映像の情報を有する第１入力映像データと前記第２表示
領域で表示される映像の情報を有する第２入力映像データを受信する制御部をさらに含み
、
　前記制御部は、前記第１画素面積と前記第２画素面積との間の差異に起因する輝度差を
補償するように、前記第１入力映像データと前記第２入力映像データとの中で少なくとも
いずれか１つの階調値を補償することを特徴とする請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項１３】
　前記第１ウインドウ領域の上面の曲率は、前記第２ウインドウ領域の上面の曲率と異な
ることを特徴とする請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項１４】
　前記第１画素と前記第２画素をそれぞれ複数備え、
　前記厚さ方向と垂直の水平方向において、
　前記第２画素の中でいずれか一つの第２画素の長さは、前記第１画素の中でいずれか一
つの第１画素の長さより小さいことを特徴とする請求項１に記載の表示モジュール。
【請求項１５】
　前記第１表示領域の前記第１画素の総数は、前記第２表示領域の前記第２画素の総数よ
り少ないことを特徴とする請求項１４に記載の表示モジュール。
【請求項１６】
　前記水平方向において、
　前記第１画素の中で隣接する第１画素間の第１距離は、前記第２画素の中の隣接する第
２画素間の第２距離より大きいこと特徴とする請求項１４に記載の表示モジュール。
【請求項１７】
　前記第１ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され、第１タッチ電極を具備する第１タ
ッチ領域と前記第２ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され、第２タッチ電極を具備す
る第２タッチ領域とを含むタッチモジュールと、を含み、
　前記第２タッチ電極の感度は、前記第１タッチ電極の感度より高いことを特徴とする請
求項１に記載の表示モジュール。
【請求項１８】
　前記第２タッチ電極の面積は、前記第１タッチ電極の面積より小さいことを特徴とする
請求項１７に記載の表示モジュール。
【請求項１９】
　複数の前記第１タッチ電極と複数の前記第２タッチ電極が提供され、
　複数の前記第２タッチ電極の中で隣接する第２タッチ電極の間の間隔は、複数の前記第
１タッチ電極の中で隣接する第１タッチ電極の間の間隔より狭いことを特徴とする請求項
１７に記載の表示モジュール。
【請求項２０】
　複数の前記第１タッチ電極と複数の前記第２タッチ電極が提供され、
　複数の前記第１タッチ電極と複数の前記第２タッチ電極は、円筒座標系の半径方向と接
線方向に沿ってマトリックス状に配列されることを特徴とする請求項１７に記載の表示モ
ジュール。
【請求項２１】
　前記タッチモジュールは、前記半径方向と平行である複数の第１タッチラインと複数の
第２タッチラインとをさらに含み、
　前記複数の第２タッチラインは、前記第１タッチ電極の間及び前記第２タッチ電極の間
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に配置され、前記第２タッチ電極の自己静電容量による信号を伝達し、
　前記複数の第１タッチラインは、前記複数の第１タッチ電極の間に配置され、前記複数
の第２タッチ電極から前記半径方向を離隔され、前記複数の第１タッチ電極の自己静電容
量による信号を伝達することを特徴とする請求項２０に記載の表示モジュール。
【請求項２２】
　前記タッチモジュールはセンシング制御部をさらに含み、
　前記センシング制御部は、前記第１タッチ領域に第１感知信号を出力し、前記第２タッ
チ領域に第２感知信号を出力し、前記第２感知信号の強さは、前記第１感知信号の強さよ
り大きいことを特徴とする請求項１７に記載の表示モジュール。
【請求項２３】
　第１の方向に第１部分映像を表示する第１表示領域と前記第１の方向に第２部分映像を
表示する第２表示領域とを含む表示パネルと、
　前記第１表示領域上に配置され、前記第１部分映像をＭ１倍拡大させる縁部と前記第２
表示領域上に配置され、前記第２部分映像をＭ２倍拡大させる中央部とを含み、前記第１
の方向に膨らんでいる上面を有するウインドウ部材と、
　前記表示パネルを収容するハウジングと、を含み、
　前記Ｍ２は、前記Ｍ１より大きく、前記第１表示領域の単位領域当たりの画素数は、前
記第２表示領域の単位領域当たりの画素数より多い、
ことを特徴とする電子時計。
【請求項２４】
　ＰＮ２／ＰＮ１＝Ｍ２／Ｍ１を満足し、ＰＮ１は、前記第１表示領域の単位領域当たり
の画素数であり、ＰＮ２は、前記第２表示領域の単位領域当たりの画素数であることを特
徴とする請求項２３に記載の電子時計。
【請求項２５】
　映像が提供される厚さ方向に膨らんでいる上面を有するウインドウ部材と、
　前記上面の縁部と前記厚さ方向に重畳され、第１画素面積を有する第１画素を含む第１
表示領域と前記上面の中央部と前記厚さ方向に重畳され、第２画素面積を有する第２画素
を含む第２表示領域とを含む表示パネルと、を具備し、
　前記第２画素面積は、前記第１画素面積より小さく、

　前記ＰＳ１は、前記第１画素面積であり、前記ＥＳ１は、前記第１画素の第１発光領域
の面積であり、前記ＰＳ２は、前記第２画素面積であり、前記ＥＳ２は、前記第２画素の
第２発光領域の面積であり、
　前記表示パネルは、
　前記第１画素の下部電極を前記第１発光領域に対応するように露出させる第１画素定義
膜と、
　前記第２画素の下部電極を前記第２発光領域に対応するように露出させる第２画素定義
膜と、をさらに含むことを特徴とする電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示モジュール、これを含む電子時計、及びこれを含む電子装置に係り、さ
らに詳細には、表示品質が改善された表示モジュール、これを含む電子時計、及びこれを
含む電子装置に係る。
【背景技術】
【０００２】
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　テレビジョン、携帯電話、ナビゲーション、コンピュータモニター、ゲーム機等のよう
なマルチメディアを提供する多様な電子装置が開発されている。電子装置は、映像を表示
する表示パネルを含む。特に、最近は、携帯電話及びタブレット等のような多様な携帯用
電子装置が開発されている。また、携帯用電子装置と連動する電子時計が開発されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６４８３４８２号明細書
【特許文献２】韓国特許第１０－１３０１９１８号公報
【特許文献３】韓国公開特許第１０－２００９－００５９６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、表示品質が改善された表示モジュール、これを含む電子時計、及びこ
れを含む電子装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態に係る表示モジュールは、第１の厚さを有する第１ウインドウ領域
と前記第１の厚さより厚い第２の厚さを有する第２ウインドウ領域とを含むウインドウ部
材と、前記第１ウインドウ領域と厚さ方向に重畳され、第１画素を具備する第１表示領域
と前記第２ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され、第２画素を具備する第２表示領域
とを含む表示パネルと、を含み、前記第１画素の第１画素面積は、前記第２画素の第２画
素面積より大きい。
【０００６】
　前記ウインドウ部材は、前記第２の厚さより厚い第３の厚さを有する第３ウインドウ領
域をさらに含み、前記表示パネルは、前記第３ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され
、第３画素を具備する第３表示領域をさらに含み、前記第２画素面積は、前記第３画素の
第３画素面積より大きい。
【０００７】
　平面視するとき、前記第２表示領域は、前記第１表示領域と前記第３表示領域との間に
配置され、前記第１表示領域を前記第３表示領域と接続させる。
【０００８】

【０００９】
　前記表示パネルは、前記第１画素と前記厚さ方向に重畳され、前記第１発光領域を規定
する第１ブラックマトリックスと前記第２画素と前記厚さ方向に重畳され、前記第２発光
領域を規定する第２ブラックマトリックスとをさらに含み、前記第１ブラックマトリック
スの面積は、前記第２ブラックマトリックスの面積より大きい。
【００１０】
　前記表示パネルは、前記第１画素の下部電極を前記第１発光領域に対応するように露出
させる第１画素定義膜と前記第２画素の下部電極を前記第２発光領域に対応するように露
出させる第２画素定義膜とをさらに含む。
【００１１】
　平面視するとき、前記ウインドウ部材は、実質的に円形又は楕円形状を有し、平面視す
るとき、前記第１表示領域は、前記第２表示領域より外側に規定され、前記第１表示領域
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と前記第２表示領域との境界は、前記円形又は楕円形状を有する。
【００１２】

【００１３】

【００１４】

【００１５】

【００１６】

【００１７】

【００１８】

【００１９】
　前記第１表示ラインと前記第２表示ラインは、ゲートラインとデータラインの中で互い
に異なるラインである。
【００２０】
　前記第１表示領域は、非湾曲部と前記非湾曲部から延長される湾曲部とを含み、前記湾
曲部は、前記非湾曲部が前記ウインドウ部材と前記湾曲部との間に介在するように湾曲さ
れる。
【００２１】
　前記非湾曲部の表示面は、ウインドウ部材と対向し、前記湾曲部の表示面は、前記ウイ
ンドウ部材の下面と反対側にある。
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【００２２】
　プリント回路基板と、前記プリント回路基板と前記湾曲部の一端に接続されるフレキシ
ブルプリント回路基板と、をさらに含み、前記非湾曲部は、前記フレキシブルプリント回
路基板と前記ウインドウ部材との間に配置される。
【００２３】
　前記第１表示領域で表示される映像の情報を有する第１入力映像データと前記第２表示
領域で表示される映像の情報を有する第２入力映像データを受信する制御部をさらに含み
、前記制御部は、前記第１画素面積と前記第２画素面積との間の差異に起因する輝度差を
補償するように、前記第１と第２入力映像データの中で少なくともいずれか１つの階調値
を補償する。
【００２４】
　前記第１ウインドウ領域の上面の曲率は、前記第２ウインドウ領域の上面の曲率と異な
る。本発明の一実施形態に係る表示モジュールは、第１の厚さを有する第１ウインドウ領
域と前記第１の厚さより厚い第２の厚さを有する第２ウインドウ領域を含むウインドウ部
材と、前記第１ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され、第１タッチ電極を具備する第
１タッチ領域と前記第２ウインドウ領域と前記厚さ方向に重畳され、第２タッチ電極を具
備する第２タッチ領域を含むタッチモジュールを含み、前記第２タッチ電極の感度は、前
記第１タッチ電極の感度より高い。
【００２５】
　前記第２タッチ電極の面積は、前記第１タッチ電極の面積より狭い。
【００２６】
　前記第１タッチ電極と前記第２タッチ電極のそれぞれを複数備え、複数の前記第２タッ
チ電極の中で隣接する第２タッチ電極の間の間隔は、複数の前記第１タッチ電極の中で隣
接する第１タッチ電極の間の間隔より狭い。
【００２７】

【００２８】

【００２９】
　前記タッチモジュールは、センシング制御部をさらに含み、前記センシング制御部には
前記第１タッチ領域に第１感知信号を出力し、前記第２タッチ領域には第２感知信号を出
力し、前記第２感知信号の強さは、前記第１感知信号の強さより大きい。
【００３０】
　本発明の一実施形態に係る電子時計は、第１の方向に第１部分映像を表示する第１表示
領域と前記第１の方向に第２部分映像を表示する第２表示領域とを含む表示パネルと、前
記第１表示領域上に配置され、前記第１部分映像をＭ１倍拡大させる縁部と前記第２表示
領域上に配置され、前記第２部分映像をＭ２倍拡大させる中央部と、を含み、前記第１の
方向に膨らんでいる上面を有するウインドウ部材と、前記表示パネルを収容するハウジン
グと、を含み、前記Ｍ２は、前記Ｍ１より大きく、前記第１表示領域の単位領域当たりの
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画素数は、前記第２表示領域の単位領域当たりの画素数より大きい。
【００３１】
　ＰＮ２／ＰＮ１＝Ｍ２／Ｍ１を満足し、ＰＮ１は、前記第１表示領域の単位領域当たり
の画素数であり、ＰＮ２は、前記第２表示領域の単位領域当たりの画素数である。
【００３２】
　ストラップをさらに含み、前記ハウジングは、前記ストラップの内部に規定された結合
空間に脱着可能に結合される。
【００３３】
　前記ハウジングに配置される結合感知センサーをさらに含み、前記結合感知センサーは
、前記ハウジングと前記ストラップとの間に配置され、前記ハウジングが前記結合空間に
結合されたかをセンシングする。
【００３４】
　クラウンセンサーと、前記ストラップに規定された結合ホールに挿入されるクラウンシ
ャフトと前記クラウンシャフトの一端に接続され、外部に露出されるクラウンディスクを
具備するクラウンとをさらに含み、前記クラウンセンサーは、前記ハウジングに配置され
前記クラウンシャフトの他端と対向し、前記クラウンの動きをセンシングする。
【００３５】
　前記ウインドウ部材は、前記縁部から前記表示パネル側に延長されてパネル空間を規定
する延長部をさらに含み、前記表示パネルは、前記パネル空間内部に収容される。
【００３６】
　本発明の一実施形態に係る電子装置は、映像が提供される厚さ方向に膨らんだ上面を有
するウインドウ部材と、前記上面の縁部と前記厚さ方向に重畳され、第１画素を有する第
１表示領域と前記上面の中央部と前記第１の方向に重畳され第２画素を有する第２表示領
域とを含む表示パネルと、を具備し、前記第２画素の第２画素面積は、前記第１画素の第
１画素面積より小さい。
【発明の効果】
【００３７】
　上述したことによれば、ウインドウ部材の曲面によって映像が歪曲されないように表示
モジュールのウインドウ部材の曲面に沿って画素を配置させることができ、これにより、
表示パネルに表示される映像の表示品質を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子装置の斜視図である。
【図２】図１に図示された本発明の一実施形態に係る時計組立体のブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る電子時計の分解断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態に係る表示領域を示した概略図である。
【図７Ｂ】円筒座標系を説明するための図面である。
【図８】本発明の一実施形態に係る表示パネルの概略的な平面図である。
【図９Ａ】図８に図示された本発明の一実施形態に係る画素の概略図である。
【図９Ｂ】図８に図示された本発明の一実施形態に係る画素の概略図である。
【図１０Ａ】図９Ａに図示された第１サブ画素の断面図である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態に係る第１サブ画素の断面図である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態に係る第１及び第２画素の平面図である。
【図１１Ｂ】本発明の一実施形態に係る第１及び第２画素の平面図である。
【図１２Ａ】図１１Ａに図示されたＩ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。
【図１２Ｂ】図１１Ｂに図示されたＩＩ－ＩＩ’に沿って切断した断面図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態に係る第１及び第２画素の平面図である。
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【図１３Ｂ】本発明の一実施形態に係る第１及び第２画素の平面図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係る第１画素の拡大図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る表示パネルの平面図である。
【図１６】図１５に図示された第１及び第２表示ラインを拡大した拡大図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係る表示パネルの平面図である。
【図１８】図１７に図示された第１及び第２表示ラインを拡大した拡大図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【図２０】図１９に図示された表示パネルの平面図である。
【図２１】図１９に図示された表示パネルの背面図である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る表示モジュールの断面図である。
【図２３Ａ】図２２に図示されたタッチモジュールの拡大断面図である。
【図２３Ｂ】本発明の一実施形態に係るタッチモジュールの概略的な平面図である。
【図２３Ｃ】本発明の一実施形態に係るタッチモジュールの概略的な平面図である。
【図２３Ｄ】本発明の一実施形態に係るタッチモジュールの概略的な平面図である。
【図２４Ａ】本発明の一実施形態に係るタッチ電極の概略図である。
【図２４Ｂ】図２４Ａに図示されたＡ領域の拡大図である。
【図２４Ｃ】図２４Ｂに図示されたＩＩＩ－ＩＩＩ’領域の拡大図である。
【図２５Ａ】本発明の一実施形態に係るタッチ領域を示した概略図である。
【図２５Ｂ】本発明の一実施形態に係るタッチモジュールの平面図である。
【図２６】本発明の一実施形態に係る電子時計の断面図である。
【図２７】本発明の一実施形態に係るウインドウ部材の断面図である。
【図２８】本発明の一実施形態に他のウインドウ部材の断面図である。
【図２９Ａ】本発明の一実施形態に係る電子時計の断面図である。
【図２９Ｂ】本発明の一実施形態に係る電子時計の断面図である。
【図２９Ｃ】本発明の一実施形態に係る電子時計の断面図である。
【図３０Ａ】本発明の一実施形態に係る電子時計の平面図である。
【図３０Ｂ】本発明の一実施形態に係る電子時計の平面図である。
【図３１】本発明の一実施形態に係る電子時計の分離斜視図である。
【図３２】本発明の一実施形態に係る表示領域の平面図である。
【図３３】図３２に図示された表示領域の拡大平面図である。
【図３４Ａ】本発明の一実施形態に係るサブ画素の平面図である。
【図３４Ｂ】本発明の一実施形態に係るサブ画素の平面図である。
【図３４Ｃ】本発明の一実施形態に係るサブ画素の平面図である。
【図３４Ｄ】本発明の一実施形態に係るサブ画素の平面図である。
【図３４Ｅ】本発明の一実施形態に係るサブ画素の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明は、多様な変更を加えることができ、様々な形態を有することができるので、特
定の実施形態を図面に例示して本文で詳細に説明する。しかし、これは、本発明を特定の
開示形態に対して限定しようとするものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる
すべての変更、均等物又は代替物を含むものとして理解されるべきである。
【００４０】
　各図面の説明においては、類似の参照符号を類似の構成要素に対して使用した。添付さ
れた図面において、構造物の寸法は、本発明の明確性のために実際より拡大して図示した
ものである。特定の構成要素と類似の構成要素には、特定の構成要素と類似の名称を付与
したので、特定の構成要素に対する説明は、特定の構成要素と類似の名称を有する構成要
素にも適用することができる。
【００４１】
　第１、第２等の用語は、多様な構成要素を説明するために使用されるが、前記構成要素
は、前記用語によって限定されてはならない。用語は、１つの構成要素を他の構成要素か
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ら区別する目的にのみ使用される。例えば、本発明の権利範囲を逸脱することなく、第１
構成要素を第２構成要素と称し、同様に、第２構成要素も第１構成要素と称することがで
きる。単数の表現は、文脈上、明確に異なる表現をしない限り、複数の表現を含む。
【００４２】
　本出願で、“含む”等の用語は、明細書上に記載された特徴、数字、段階、動作、構成
要素、部品又はこれらを組合せが存在することを表現しようとするものであり、１つ又は
それ以上の他の特徴や数字、段階、動作、構成要素、部分品、又はこれらを組合せたもの
の存在又は付加可能性を予め排除しないものとして理解されるべきである。また、層、膜
、領域、板等の部分が他の部分の“上に”あるとする場合、これは、他の部分の“直ちに
上に”ある場合のみでなく、その中間にその他の部分がある場合も含む。反対に、層、膜
、領域、板等の部分が他の部分の“下部に”あるとする場合、これは、他の部分の“直ち
に下に”ある場合のみではなく、その中間にその他の部分がある場合も含む。
【００４３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００４４】
　図１は、本発明の一実施形態に係る表示装置の斜視図である。図２は、図１に図示され
た本発明の一実施形態に係る時計組立体のブロック図である。以下、図１と図２を参照し
て本発明の一実施形態に係る電子装置を説明する。
【００４５】
　図１を参照すると、本発明の一例としての電子装置は、電子時計１０００である。本発
明の他の実施形態としての電子装置は、電子時計のみならず、携帯電話、タブレット、モ
ニター、ヘッドマウントディスプレイ、及びテレビジョン等のように映像を表示する電子
装置であってもよい。
【００４６】
　電子時計１０００は、時計組立体９００とストラップＳＴＲとを含む。時計組立体９０
０は、所定の情報を有する映像ＩＭを第１の方向ＤＲ１に表示する。本明細書で第１の方
向ＤＲ１は、垂直方向又は厚さ方向であることを示す。映像ＩＭは、例えば、現在時間を
示す時計針のような既存のアナログ時計を具現したイメージのみならず、アプリケーショ
ンプロセッサ（図示せず）で実行されるアプリケーションのアイコン又はアプリケーショ
ンの実行画面を表示することができる。
【００４７】
　時計組立体９００は、ストラップＳＴＲに脱着可能に結合される。使用者は、電子時計
１０００を使用するためにストラップＳＴＲを手首に着用することができる。ストラップ
ＳＴＲは、使用者の手首への着用目的に制限されない。ストラップＳＴＲは、使用者の腕
に着用するための形態又は首に掛けるための形態に変形することができ、時計組立体９０
０を他の電子機器に装着するためのクレードルに取り替えることができる。
【００４８】
　図２に図示されたように、時計組立体９００は、表示モジュール２００と電子モジュー
ル１００を含む。表示モジュール２００は、表示パネル４００とタッチモジュール８００
を含む。本発明の一実施形態に係るタッチモジュール８００は、省略することができる。
タッチモジュール８００は、表示モジュール２００に一体化されるか、或いはキーパッド
等に取り替えることができる。
【００４９】
　表示モジュール２００は、図１に図示された映像ＩＭを生成する。表示モジュール２０
０は、有機発光表示パネル、液晶表示パネル、電気泳動表示パネル等を含むことができる
。タッチモジュール８００は、外部入力を感知する。外部入力は、使用者の手指、スタイ
ラスペン等の外部の物体によってすることができるタッチ又はホバリングによってする。
タッチモジュール８００の種類は、制限されず、静電容量方式、音波方式、光学方式のタ
ッチモジュールであってもよい。
【００５０】



(11) JP 6946040 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

　電子モジュール１００は、時計組立体９００を動作させるための多様な機能性モジュー
ルを含む。電子モジュール１００は、制御モジュール１０、無線通信モジュール２０、映
像入力モジュール３０、音響入力モジュール４０、音響出力モジュール５０、メモリ６０
、外部インターフェイス７０、電源供給モジュール８０、及びカメラモジュール９０の中
で少なくともいずれか１つを含む。モジュールは、プリント回路基板に実装され、フレキ
シブル回路基板を通じて電気的に接続することができる。
【００５１】
　制御モジュール１０は、電子時計の全般的な動作を制御し、データを処理する。例えば
、制御モジュール１０は、表示モジュール２００を活性化させるか、或は非活性化させ、
表示モジュール２００に入力映像データを出力することができる。制御モジュール１０は
、タッチモジュール８００を活性化させるか、或は非活性化させ、タッチモジュール８０
０から受信されたタッチ信号に基づいて表示モジュール２００、映像入力モジュール３０
、音響入力モジュール４０、音響出力モジュール５０等を制御する。
【００５２】
　無線通信モジュール２０は、ブルートゥース（登録商標）又はＷｉＦｉ（登録商標）回
線を利用して他の端末機と無線信号を送受信する。無線通信モジュール２０は、一般通信
回線を利用して音声信号を送受信することができる。無線通信モジュール２０は、送信す
る信号を変調して送信する送信部２４と、受信する信号を復調する受信部２２とを含む。
【００５３】
　映像入力モジュール３０は、入力映像データを処理して表示モジュール２００に表示可
能な映像データに変換する。音響入力モジュール４０は、録音モード、音声認識モード等
でマイクロフォン（Ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ）によって外部の音響信号を受信し、音響信号
を電気的な音響データに変換する。音響出力モジュール５０は、無線通信モジュール２０
から受信された音響データ又はメモリ６０に格納された音響データを変換して外部へ出力
する。
【００５４】
　外部インターフェイス７０は、外部充電器、有線／無線データポート、カードソケット
（例えば、メモリカード（Ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）、ＳＩＭ／ＵＩＭ　ｃａｒｄ）等に
接続されるインターフェイスの役割をする。電源供給モジュール８０は、時計組立体９０
０の全般的な動作に必要である電源を供給する。
【００５５】
　図３は、本発明の一実施形態に係る電子時計の分解断面図である。
【００５６】
　図３を参照すると、表示モジュール２００は、ストラップＳＴＲに脱着可能に結合され
る。より具体的には、ストラップＳＴＲの内部には、結合空間ＣＳが規定され、表示モジ
ュール２００は、結合空間ＣＳ内に収容される。
【００５７】
　本発明の一例として、表示モジュール２００は、電子モジュール基板１１０、ウインド
ウ部材３００、表示パネル４００、及びハウジング５００を含む。
【００５８】
　電子モジュール基板１１０は、プリント回路基板であり、電子モジュール基板１１０に
は、電子モジュール１００（図２に図示された）を具現した多様な電子素子を実装するこ
とができる。例えば、電子モジュール基板１１０は、キャパシター及び抵抗のような受動
素子のみならず、集積回路を含むマイクロプロセッサ及びメモリチップのような能動素子
、及びこれらを接続する配線を含むことができる。
【００５９】
　本発明の一例として、ハウジング５００は、表示モジュール２００と電子モジュール基
板１１０を収容し、表示モジュール２００と電子モジュール基板１１０を外部の衝撃から
保護することができる。ハウジング５００には、収容空間５１０が規定され、収容空間５
１０に表示パネル４００と電子モジュール基板１１０が収納される。ハウジング５００は
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、表示パネル４００と電子モジュール基板１１０を収容した状態で結合空間ＣＳに結合さ
れる。
【００６０】
　表示パネル４００は、第１の方向ＤＲ１に映像を表示する。本発明の一例として、表示
パネル４００は、水平方向に沿って区分される第１表示領域ＤＡ１と第２表示領域ＤＡ２
を含む。本明細書で“平面”は、第１の方向ＤＲ１と垂直になる仮想の面を意味し、“水
平方向”は、平面と平行である方向を意味する。第１表示領域ＤＡ１は、例えば、平面視
するとき、第２表示領域ＤＡ２を囲む。
【００６１】
　第１表示領域ＤＡ１は、映像ＩＭ（図１に図示される）の中で第１部分映像ＰＩ１を表
示し、第２表示領域ＤＡ２は、映像ＩＭの中で第２部分映像ＰＩ２を表示する。
【００６２】
　ウインドウ部材３００は、表示パネル４００上に配置される。ウインドウ部材３００は
、ハウジング５００と結合して収容空間５１０を規定するか、或いは、接着部材を通じて
表示パネル４００に結合されてもよい。
【００６３】
　ウインドウ部材３００は、第１部分映像ＰＩ１と第２部分映像ＰＩ２とを透過させるこ
とができる透明な物質からなる。ウインドウ部材３００は、例えば、リジッド（ｒｉｇｉ
ｄ）なガラスを含むか、或いはフレキシブルな透明高分子を含むことができる。
【００６４】
　ウインドウ部材３００は、水平方向に沿って区分される第１ウインドウ領域ＷＡ１と第
２ウインドウ領域ＷＡ２とを含む。第１ウインドウ領域ＷＡ１と第２ウインドウ領域ＷＡ
２は、それぞれ第１表示領域ＤＡ１と第２表示領域ＤＡ２と第１の方向ＤＲ１に重畳され
る。
【００６５】
　本発明の一例として、ウインドウ部材３００は、ドーム（Ｄｏｍｅ）形状を有する。ウ
インドウ部材３００は、例えば、平らな下面と上側に膨らんでいる上面を含む。平面視す
るとき、ウインドウ部材３００は、例えば、楕円形又は実質的に円形である。ウインドウ
部材３００の上面は、２次元の曲面である。すなわち、ウインドウ部材３００の上面は、
平面と平行である少なくとも２つの方向に沿って湾曲される。
【００６６】
　ウインドウ部材３００がドーム形状を有することによって、前記電子時計１０００で表
示される映像は、立体感と没入感を提供し、使用者に審美感を提供することができる。
【００６７】
　平面視するとき、第１ウインドウ領域ＷＡ１は、第２ウインドウ領域ＷＡ２より外側に
規定される。第１ウインドウ領域ＷＡ１は、例えば、ウインドウ部材３００の縁部に規定
され、第２ウインドウ領域ＷＡ２は、ウインドウ部材３００の中央部に規定される。ウイ
ンドウ部材３００は、ドーム形状を有するので、第２ウインドウ領域ＷＡ２の第２の厚さ
は、第１ウインドウ領域ＷＡ１の第１の厚さより厚い。
【００６８】
　第１部分映像ＰＩ１と第２部分映像ＰＩ２は、第１ウインドウ領域ＷＡ１と第２ウイン
ドウＷＡ２を通過する。第１ウインドウ領域ＷＡ１と第２ウインドウ領域ＷＡ２は、膨ら
んでいる上面を有するので、第１部分映像ＰＩ１と第２部分映像ＰＩ２を拡大させる。よ
り具体的には、第１ウインドウ領域ＷＡ１は、第１部分映像ＰＩ１をＭ１倍に拡大させ、
第２表示領域ＤＡ２は、第２部分映像ＰＩ２をＭ２倍に拡大させる。第２ウインドウ領域
ＷＡ２は、中央部に規定されるので、Ｍ２は、Ｍ１より大きい。Ｍ１とＭ２は、０より大
きい。
【００６９】
　図４は、本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【００７０】
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　図４を参照すると、表示パネル４００は、ベース層４１０及びベース層４１０上に配置
される画素を含む。
【００７１】
　本発明の一例として、画素は、第１表示領域ＤＡ１に配置される第１画素ＰＸ１と第２
表示領域ＤＡ２に配置される第２画素ＰＸ２とを含む。
【００７２】
　本発明の一例として、第２画素ＰＸ２は、第１画素ＰＸ１より小さい。例えば、図４に
図示されたように、第１画素ＰＸ１の水平方向への第１長さＬ１は、第２画素ＰＸ２の水
平方向への第２長さＬ２より長い。
【００７３】
　本発明の一例として、隣接する第１画素ＰＸ１の間の水平方向への第１の間隔Ｐ１は、
隣接する第２画素ＰＸ２の間の水平方向への第２の間隔Ｐ２より大きい。しかし、これに
限定されるものではなく、第１の間隔Ｐ１と第２の間隔Ｐ２は、実質的に同一であっても
よい。
【００７４】
　第２の長さＬ２は、第１の長さＬ１より小さいので、第２部分映像ＰＩ２は、第１部分
映像ＰＩ１と比較したとき、相対的に縮小されて表示される。したがって、第１部分映像
ＰＩ１と第２部分映像ＰＩ２がウインドウ部材３００を通過することによって、第１部分
映像ＰＩ１よりも大きい第２部分映像ＰＩ２の歪曲を相殺及び防止することができ、その
結果、表示モジュール２００の表示品質を改善することができる。
【００７５】
　本発明の一例として、前記第２表示領域ＤＡ２の単位領域当たりの前記第２画素ＰＸ２
の画素数ＰＮ２は、前記第１表示領域の単位領域当たりの前記第１画素ＰＸ１の画素数Ｐ
Ｎ１より大きい。この場合、第２部分映像ＰＩ２は、第１部分映像ＰＩ１と比較して、相
対的に表示パネル４００のさらに狭い領域で表示される。これにより、第１部分映像ＰＩ
１よりも大きい第２部分映像ＰＩ２の歪曲を相殺及び防止することができ、その結果、表
示モジュール２００の表示品質を改善することができる。
【００７６】
　本発明の一例として、ＰＮ２／ＰＮ１＝Ｍ２／Ｍ１を満足することができる。映像の拡
大は、第１ウインドウ領域ＷＡ１と第２ウインドウ領域ＷＡ２で拡大する比率Ｍ１、Ｍ２
に比例し、第１表示領域ＤＡ１と第２表示領域ＤＡ２の単位領域当たりの画素数に反比例
するので、上記数式を満足する場合、映像の歪曲を効果的に防止することができる。
【００７７】
　第１表示領域ＤＡ１には、第１映像データＩＤ１を提供することができる。第１映像デ
ータＩＤ１は、第１部分映像ＰＩ１を表示するために第１画素ＰＸ１に供給されるデータ
を含む。第２表示領域ＤＡ２には、第２映像データＩＤ２が提供される。第２映像データ
ＩＤ２は、第２部分映像ＰＩ２を表示するために第２画素ＰＸ２に供給されるデータを含
む。
【００７８】
　本発明の一例として、表示モジュール２００は、制御部（図示せず）をさらに含む。制
御部は、ベース層４１０又はディスプレイプリント回路基板２０５（図１９に図示される
）に配置される。制御部は、例えば、制御モジュール１０（図２に図示される）から第１
部分映像ＰＩ１の情報を有する第１入力映像データと第２部分映像ＰＩ２の情報を有する
第２入力映像データを受信し、第１画素ＰＸ１と第２画素ＰＸ２の大きさの違いに起因す
る輝度差を補償するように、第１入力映像データ及び／又は第２入力映像データの階調値
を補償し、第１映像データＩＤ１と第２映像データＩＤ２を生成する。例えば、第１画素
の大きさは、第２画素ＰＸ２の大きさより大きいので、同一階調において第１画素ＰＸ１
で表示される映像（又は光、以下、同一である）の輝度は、第２画素ＰＸ２で表示される
映像の輝度より大きい。したがって、輝度不均一による映像の歪曲を防止するために、制
御部は、第２入力映像データの階調値を相対的に増加させて第２映像データを生成するこ
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差を減少させることができ、第１画素ＰＸ１と第２画素ＰＸ２の輝度を均一にすることが
できる。
【００７９】
　図５は、本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【００８０】
　図５に図示された表示モジュール２００は、図４に図示された表示モジュール２００と
類似しているので、画素と関連した差異を除き、重複する説明は、省略する。
【００８１】
　図４に図示された表示パネル４００とウインドウ部材３００は、２つの領域に区分され
るが、これらは、図５に図示されたように水平方向に３つの領域に区分されるか、或いは
４つ以上の領域に区分されることができる。図５を参照すると、表示パネル４００は、第
１表示領域ＤＡ１～第３表示領域ＤＡ３を含み、ウインドウ部材３００は、第１ウインド
ウ領域ＷＡ１～第３ウインドウＷＡ３を含む。第１ウインドウ領域ＷＡ１～第３ウインド
ウＷＡ３は、それぞれ第１の厚さ～第３の厚さを有する。第２の厚さは、第１の厚さより
厚く、第３の厚さより薄い。
【００８２】
　第１表示領域ＤＡ１～第３表示領域ＤＡ３は、それぞれ第１画素ＰＸ１～第３画素ＰＸ
３を有する。第１画素ＰＸ１～第３画素ＰＸ３の大きさをそれぞれ第１画素の大きさ～第
３画素の大きさであると定義するとき、第２画素の大きさは、第１画素の大きさより小さ
く、第３画素の大きさより大きい。
【００８３】
　図６は、本発明の一実施形態に係る表示装置の断面図である。
【００８４】
　図６に図示された表示モジュール２００は、図４に図示された表示モジュール２００と
類似しているので、画素と関連した差異を除き、重複する説明は、省略する。
【００８５】
　本発明の一実施形態では、図６に図示されたようにベース層４１０の中央部からベース
層４１０の縁部に向って、画素ＰＸの大きさが連続的に大きくなる。
【００８６】
　ウインドウ部材３００の中央部からウインドウ部材３００の縁部に向って、ウインドウ
部材３００が映像を拡大する倍率は、連続的に変化する。画素ＰＸの大きさは、連続的に
変化する倍率に対応して決定される。
【００８７】
　図７Ａは、本発明の一実施形態に係る表示領域を示した概略図であり、図７Ｂは、円筒
座標系を説明するための図面である。図７Ａを参照すると、本発明の一例として、表示パ
ネル４００は、第１表示領域ＤＡ１～第６表示領域ＤＡ６を含む。本発明の一例として、
表示パネル４００は、楕円形であり、実質的に円形である。表示パネル４００の形状に対
応して表示領域ＤＡ１～表示領域ＤＡ６が規定される。
【００８８】

【００８９】
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【００９０】
　図８は、本発明の一実施形態に係る表示パネルの概略的な平面図である。
【００９１】

【００９２】
　第１画素ＰＸ１～第６画素ＰＸ６は、類似しているので、以下第１画素ＰＸ１と第２画
素ＰＸ２を用いて代表して説明し、画素に係る重複する説明は、省略する。
【００９３】

【００９４】
　図９Ａと図９Ｂは、図８に図示された本発明の一実施形態に係る画素の概略図である。
【００９５】
　図９Ａと図９Ｂを参照して、第１画素ＰＸ１と第２画素ＰＸ２に対して説明する。第１
画素ＰＸ１～第６画素ＰＸ６は、類似しているので、第１画素ＰＸ１と第２画素ＰＸ２を
用いて代表して説明し、画素に係る重複する説明は、省略する。
【００９６】
　本発明の一例として、第１画素ＰＸ１の第１画素面積は、第２画素ＰＸ２の第２画素面
積より大きい。本明細書で“面積”は、平面上で定義される大きさであり、画素面積は、
画素の面積である。
【００９７】

【００９８】
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【００９９】
　サブ画素ＳＰＸ１～サブ画素ＳＰＸ３は、レッド、グリーン及びブルーのような原色（
ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｏｌｏｒ）の中でいずれか１つを表示する。サブ画素ＳＰＸ１～サブ
画素ＳＰＸ３が表示できるカラーは、レッド、グリーン、及びブルーに限定されるもので
はなく、サブ画素ＳＰＸ１～サブ画素ＳＰＸ３は、レッド、グリーン、及びブルー以外の
ホワイト又はイエロー、シアン、及びマゼンタのような二次色（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃ
ｏｌｏｒ）等多様な色を表示することもできる。前記第１画素ＰＸ１と前記第２画素ＰＸ
２のそれぞれは、２つ又は４つ以上のサブ画素を含むことができる。
【０１００】
　第２画素ＰＸ２の第１サブ画素ＳＰＸ１～第３サブ画素ＳＰＸ３の面積は、第１画素Ｐ
Ｘ１の第１サブ画素ＳＰＸ１～第３サブ画素ＳＰＸ３の面積より小さい。
【０１０１】
　本発明の一例として、第２画素ＰＸ２の第１サブ画素ＳＰＸ１～第３サブ画素ＳＰＸ３
の面積と第１画素ＰＸ１の第１サブ画素ＳＰＸ１～第３サブ画素ＳＰＸ３の面積との間の
比率は、第１画素と第２画素の面積の比率と実質的に同一である。
【０１０２】
　図１０Ａは、図９Ａに図示された第１サブ画素の断面図であり、図１０Ｂは、本発明の
一実施形態に係る第１サブ画素の断面図である。
【０１０３】
　図１０Ａを参照すると、本発明の一例として、表示パネル４００は、ベース基板ＢＳ、
画素回路層ＰＣ、第１絶縁層ＩＬ１、下部電極ＬＥ、下部電極ＬＥ上に配置された有機発
光層ＯＬ、及び有機発光層ＯＬ上に配置された上部電極ＵＥ、上部電極ＵＥ上に配置され
た第２絶縁層ＩＬ２を含む。
【０１０４】
　本発明の一例として、ベース基板ＢＳは、透明であり、例えば、リジッド（Ｒｉｇｉｄ
）なガラス又はフレキシブルなポリマーからなるか、或いはこれらを含むことができる。
【０１０５】
　本発明の一例として、画素回路層ＰＣは、ベース基板ＢＳ上に全面的に配置されること
ができる。画素回路層ＰＣは、例えば、少なくとも２つ以上のトランジスタを含む。画素
回路層ＰＣは、例えば、印加されたゲート信号に応答してターンオンされてデータ電圧を
伝達するスイッチングトランジスタと、スイッチングトランジスタから伝達されたデータ
電圧に対応される駆動電流を有機発光層ＯＬに供給する駆動トランジスタとを含む。
【０１０６】
　第１絶縁層ＩＬ１は、画素回路層ＰＣ上に全面的に配置される。第１絶縁層ＩＬ１には
、画素回路層ＰＣの一部を露出させるコンタクトホールが規定される。第１絶縁層ＩＬ１
は、有機物又は無機物を含む単層又は複層を含むことができる。
【０１０７】
　本発明の一例として、下部電極ＬＥは、第１絶縁層ＩＬ１上に配置される。下部電極Ｌ
Ｅの一部は、コンタクトホールに配置されて画素回路層ＰＣと接触し、画素回路層ＰＣか
ら独立して駆動電流が伝達される。
【０１０８】
　表示パネル４００は、画素定義膜ＰＤＬをさらに含む。画素定義膜ＰＤＬは、例えば、
下部電極ＬＥと第１絶縁層ＩＬ１上に配置される。画素定義膜ＰＤＬは、下部電極ＬＥの
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縁をカバーし、下部電極ＬＥの一部を露出させる。
【０１０９】
　本発明の一例として、有機発光層ＯＬは、画素定義膜ＰＤＬ、下部電極ＬＥ上に配置さ
れる。有機発光層ＯＬは、光を生成する。本発明の一例として、前記有機発光層ＯＬは、
ホワイト光を生成するホワイト有機発光層を含むことができる。
【０１１０】
　上部電極ＵＥは、有機発光層ＯＬ上に配置される。上部電極ＵＥ上に第２絶縁層ＩＬ２
が配置される。第２絶縁層ＩＬ２は、有機発光層ＯＬを封止する。第２絶縁層ＩＬ２は、
例えば、複数の薄膜封止層を含む。薄膜封止層は、交互に積層される有機層と無機層とを
含む。
【０１１１】
　表示パネル４００は、第２絶縁層ＩＬ２上に順次積層されるブラックマトリックスＢＭ
、カラーフィルターＣＦ、及び上部基板ＵＳを含む。
【０１１２】
　カラーフィルターＣＦとブラックマトリックスＢＭは、例えば、前記第２絶縁層ＩＬ２
に直接成膜されて積層され、下部電極ＬＥとベース基板ＢＳとの間に規定される層に配置
される。本発明の一例として、第１サブ画素ＳＰＸ１は、レッドサブ画素であり、カラー
フィルターＣＦは、レッドカラーフィルターである。
【０１１３】
　ブラックマトリックスＢＭは、画素回路層ＰＣのトランジスタ又はベース基板ＢＳ上に
配置されたラインが視認されることを防止する。
【０１１４】
　ブラックマトリックスＢＭとカラーフィルターＣＦは、上部基板ＵＳ側から入射される
外部光が反射して使用者に視認されることを防止する。
【０１１５】
　第１サブ画素ＳＰＸ１には、第１サブ発光領域ＳＥＡ１が規定される。第１サブ発光領
域ＳＥＡ１は、画素定義膜ＰＤＬ又はブラックマトリックスＢＭによって規定される。例
えば、第１サブ発光領域ＳＥＡ１は、画素定義膜ＰＤＬによって露出された下部電極ＬＥ
に対応して定義されるか、或いはブラックマトリックスＢＭに規定された開口部ＯＰによ
って定義される。
【０１１６】
　下部電極ＬＥと上部電極ＵＥのそれぞれは、伝導性物質を含む。より具体的には、下部
電極ＬＥと上部電極ＵＥのそれぞれは、透明電極、半透明電極、又は不透明電極（又は反
射電極）である。また、下部電極ＬＥと上部電極ＵＥは、単一物質からなされた単一層、
複数の互いに異なる物質からなされた単一層、又は複数の互いに異なる物質からなされた
複数の層を有する多層構造を有する。
【０１１７】
　本発明の一例として、下部電極ＬＥと上部電極ＵＥのそれぞれが透明電極又は半透明電
極である場合、下部電極ＬＥと上部電極ＵＥのそれぞれは、例えば、光学的に薄い（ｏｐ
ｔｉｃａｌｌｙ　ｔｈｉｎ）Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｂ
ａＦ、Ｂａ、Ａｇ又はこれらの化合物や混合物（例えば、ＡｇとＭｇとの混合物）を含む
か、或いは透明金属酸化物、例えば、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、Ｉ
ＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＴ
ＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｃｕ等を含む
ことができる。
【０１１８】
　本発明の一例として、下部電極ＬＥと上部電極ＵＥのそれぞれが反射電極である場合、
下部電極ＬＥと上部電極ＵＥのそれぞれは、例えば、光学的に厚い（ｏｐｔｉｃａｌｌｙ
　ｔｈｉｃｋ）Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、
Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗ、Ｃｕ又はこれらの化合物や混合物
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【０１１９】
　本発明の一例として、第１サブ画素ＳＰＸ１は、ボトムエミッション型又はトップエミ
ッション型である。第１サブ画素ＳＰＸ１がボトムエミッション型である場合、下部電極
ＬＥは透明又は半透明電極であり、上部電極ＵＥは、反射電極であり、下部電極ＬＥを通
じてレッド光が外部へ放出される。第１サブ画素ＳＰＸ１がトップエミッション型である
場合、下部電極ＬＥは、反射電極であり、上部電極ＵＥは、透明又は半透明電極であり、
上部電極ＵＥを通じて光が外部へ放出される。
【０１２０】
　本発明の一例として、第１サブ画素ＳＰＸ１は、非反転（ｎｏｎ－ｉｎｖｅｒｔｅｄ）
構造又は反転（ｉｎｖｅｒｔｅｄ）構造を有することができる。第１サブ画素ＳＰＸ１が
非反転構造である場合、下部電極ＬＥは、アノードであり、上部電極ＵＥは、カソードで
あり、下部電極ＬＥに印加される電圧は、上部電極ＵＥに印加される電圧より高い。これ
と反対に、第１サブ画素ＳＰＸ１が反転構造である場合、下部電極ＬＥは、カソードであ
り、上部電極ＵＥは、アノードであり、下部電極ＬＥに印加される電圧は、上部電極ＵＥ
に印加される電圧より低い。
【０１２１】
　図１０Ｂをさらに参照すると、本発明の一例として、表示パネル４００は、ブラックマ
トリックスＢＭとカラーフィルターＣＦを含まない。表示パネル４００は、例えば、上部
基板ＵＳ上に配置される偏光板ＰＯＬをさらに含む。偏光板ＰＯＬは、外光反射を効果的
に減少させることができる。図示していないが、表示パネル４００は、上部基板ＵＳと偏
光板ＰＯＬとの間に介在される位相遅延板をさらに含むことができる。位相遅延板は、例
えば、λ／４位相遅延板又はλ／２位相遅延板を含む。
【０１２２】
　本発明の一例として、有機発光層ＯＬは、レッド有機発光層、グリーン有機発光層、及
びブルー有機発光層の中で少なくともいずれか１つを含むことができる。第１サブ画素Ｓ
ＰＸ１は、例えば、レッドサブ画素であり、有機発光層ＯＬは、レッド有機発光層を含む
。
【０１２３】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、本発明の一実施形態に係る第１画素と第２画素の平面図であ
り、図１２Ａ及び図１２Ｂは、図１１Ａ及び図１１Ｂに図示されたＩ－Ｉ’及びＩＩ－Ｉ
Ｉ’に沿って切断した断面図である。
【０１２４】
　図１１Ａ及び図１１Ｂに図示されたように、第１画素ＰＸ１と第２画素ＰＸ２の第１サ
ブ画素ＳＰＸ１～第３サブ画素ＳＰＸ３のそれぞれには、サブ発光領域が規定される。よ
り具体的には、第１サブ画素ＳＰＸ１～第３サブ画素ＳＰＸ３には、第１サブ発光領域Ｓ
ＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３がそれぞれ規定される。
【０１２５】
　本発明の一実施形態に係る発光領域の面積とは、実質的に各画素のサブ発光領域によっ
て規定される。
【０１２６】
　より具体的には、第１画素ＰＸ１の第１サブ発光領域ＳＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥ
Ａ３は、第１画素ＰＸ１の第１発光領域を構成し、第１画素ＰＸ１の第１サブ発光領域Ｓ
ＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３の面積の合計は、第１発光領域の面積として規定され
る。これと同様に、第２画素ＰＸ２の第１サブ発光領域ＳＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥ
Ａ３は、第２画素ＰＸ２の第２発光領域を構成し、第２画素ＰＸ２の第１サブ発光領域Ｓ
ＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３の面積の合計は、第２発光領域の面積として規定され
る。
【０１２７】
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【０１２８】
　その結果、第１発光領域の面積と第２発光領域の面積間の差異は、減少するので、第１
と第２画素の面積間の差異に起因する輝度差が減少し、第１と第２画素ＰＸ１、ＰＸ２の
輝度が均一になる。
【０１２９】
　図１２Ａ及び図１２Ｂをさらに参照すると、本発明の一例として、第１と第２画素ＰＸ
１、ＰＸ２は、それぞれ第１と第２ブラックマトリックスＢＭ１、ＢＭ２を含む。第１ブ
ラックマトリックスＢＭ１は、第１画素ＰＸ１と第１の方向ＤＲ１に重畳され、第１画素
ＰＸ１の第１サブ発光領域ＳＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３を規定する。第２ブラッ
クマトリックスＢＭ２は、第２画素ＰＸ２と第１の方向ＤＲ１に重畳され、第２画素ＰＸ
２の第１サブ発光領域ＳＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３を規定する。
【０１３０】
　本発明の一例として、第１ブラックマトリックスＢＭ１の面積は、第２ブラックマトリ
ックスＢＭ２の面積より大きい。
【０１３１】

【０１３２】

【０１３３】
　図１２Ａ及び図１２Ｂに図示されたように本発明の一例として、第１画素ＰＸ１は、第
１画素定義膜ＰＤＬ１を含む。第１画素定義膜ＰＤＬ１は、第１画素ＰＸ１の第１サブ発
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膜ＰＤＬ１によってカバーされず、露出される下部電極ＬＥ１に対応する有機発光層ＯＬ
の部分のみが発光するので、第１画素定義膜ＰＤＡ１によってカバーされず、露出される
下部電極ＬＥ１に対応して第１サブ発光領域ＳＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３が規定
される。すなわち、第１画素定義膜ＰＤＬ１は、第１発光領域の面積と同程度、下部電極
ＬＥ１を露出させる。
【０１３４】
　これと同様に、第２画素ＰＸ２は、第２画素定義膜ＰＤＬ２を含む。第２画素定義膜Ｐ
ＤＬ２は、第２画素ＰＸ２の第１サブ発光領域ＳＥＡ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３を規
定する。より具体的には、第２画素定義膜ＰＤＬ２によってカバーされず、露出される下
部電極ＬＥ２に対応する有機発光層ＯＬの部分のみが発光するので、第２画素定義膜ＰＤ
Ｌ２によってカバーされず、露出される下部電極ＬＥ２に対応して第１サブ発光領域ＳＥ
Ａ１～第３サブ発光領域ＳＥＡ３が規定される。すなわち、前記第２画素定義膜ＰＤＬ２
は、第２発光領域の面積と同程度、下部電極ＬＥを露出させる。
【０１３５】
　本発明の一例として、第１画素定義膜ＰＤＬ１の面積は、第２画素定義膜ＰＤＬ２の面
積より大きい。また、本発明の一例として、第１画素の面積で前記第１画素定義膜ＰＤＬ
１の面積が占める比率は、第２画素の面積で第２画素定義膜ＰＤＬ２の面積が占める比率
より大きい。したがって、第２画素ＰＸ２の第２発光領域比率は、第１画素ＰＸ１の第１
発光領域比率より大きい。
【０１３６】
　したがって、第１画素ＰＸ１の有機発光層ＯＬの発光する面積と第２画素ＰＸ２の有機
発光層ＯＬの発光する面積との間の差異は減少するので、第１と第２画素の面積の間の差
異に起因する輝度差が減少し、第１と第２画素ＰＸ１、ＰＸ２の輝度が均一になる。
【０１３７】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、本発明の一実施形態に係る第１と第２画素の平面図である。
図１３Ａ及び図１３Ｂを参照すると、本発明の一例として、第３の幅と第４の幅は、相異
なる。例えば、第４の幅は第３の幅より大きい。また、第１の幅は第２の幅より大きい。
【０１３８】

【０１３９】
　図１４は、本発明の一実施形態に係る第１画素の拡大図である。
【０１４０】
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【０１４１】
　図１５は、本発明の一実施形態に係る表示パネルの平面図であり、図１６は、図１５に
図示された第１と第２表示ラインを拡大した拡大図である。
【０１４２】
　図１５に図示された表示パネル４００は、図１３に図示された表示パネル４００と類似
しているので、追加された表示ラインに係る差異を除き、重複する説明は省略する。
【０１４３】
　図１５を参照すると、本発明の一実施形態に係る表示パネル４００は、表示ラインをさ
らに含む。表示ラインは、例えば、第１画素ＰＸ１～第６画素ＰＸ６にそれぞれ接続され
る第１表示ラインＬｄ１～第６表示ラインＬｄ６を含む。
【０１４４】
　第１表示ラインＬｄ１～第６表示ラインＬｄ６のそれぞれは、例えば、ゲート信号を伝
達するゲートライン、データ電圧を伝達するデータライン、及び発光制御信号を伝達する
制御ラインの中で少なくともいずれか１つを含む。
【０１４５】

【０１４６】
　図１６をさらに参照すると、本発明の一例として、第１表示ラインＬｄ１は、ゲートラ
インとデータラインを含み、第１画素ＰＸ１にゲート信号とデータ電圧を伝達する。第１
画素ＰＸ１は、第１表示ラインＬｄ１から入力されたゲート信号とデータ電圧に応答して
映像を表示する。
【０１４７】

【０１４８】
　本発明の一例として、第２表示ラインＬｄ２は、ゲートラインとデータラインを含み、
第２画素ＰＸ２にゲート信号とデータ電圧を伝達する。第２画素ＰＸ２は、第２表示ライ
ンＬｄ２から入力されたゲート信号とデータ電圧に応答して映像を表示する。
【０１４９】
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【０１５０】

【０１５１】
　図１７は、本発明の一実施形態に係る表示パネルの平面図であり、図１８は、図１７に
図示された第１と第２表示ラインを拡大した拡大図である。
【０１５２】
　図１７に図示された表示パネル４００は、図７Ａに図示された表示パネル４００と類似
しているので、追加された表示ラインに係る差異を除き、重複する説明は省略する。
【０１５３】

【０１５４】

【０１５５】
　第１ゲートラインＧＬ１と第２ゲートラインＧＬ２に対する説明は、残るゲートライン
に対しても同様に適用される。また、第１データラインＤＬ１～第ｋデータラインＤＬｋ
は、互いに類似しているので、第１データラインＤＬ１を用いて代表して説明する。第１
データラインＤＬ１に対する説明は、残るデータラインに対しても同様に適用される。
【０１５６】
　図１８を参照すると、本発明の一例として、第１ゲートラインＧＬ１は、第１ゲート信
号を伝達し、第１データラインＤＬ１は、データ電圧を伝達する。第１画素ＰＸ１＿１は
、第１ゲートラインＧＬ１から伝達された第１ゲート信号と第１データラインＤＬ１から
伝達されたデータ電圧に応答して映像を表示する。
【０１５７】
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【０１５８】
　これと同様に、第２ゲートラインＧＬ２は、第２ゲート信号を伝達し、第１データライ
ンＤＬ１は、データ電圧を伝達する。第２画素ＰＸ２＿１は、第２ゲートラインＧＬ２か
ら伝達されたゲート信号と第１データラインＤＬ１から伝達されたデータ電圧に応答して
映像を表示する。
【０１５９】
　第２ゲートラインＧＬ２は、第２画素ＰＸ２＿１～ＰＸ２＿ｋと第３画素ＰＸ３＿１～
ＰＸ３＿ｋとの間に配置される。
【０１６０】
　図１９は、本発明の一実施形態に係る表示モジュールの断面図であり、図２０は、図１
９に図示された表示パネルの平面図であり、図２１は、図１９に図示された表示パネルの
背面図である。
【０１６１】
　図１９を参照すると、本発明の一実施形態に係る第１表示領域ＤＡ１は、湾曲部ＤＡ１
１と非湾曲部ＤＡ１２に区分される。湾曲部ＤＡ１１は、下側に湾曲される。すなわち、
湾曲部ＤＡ１１は、非湾曲部ＤＡ１２がウインドウ部材３００と湾曲部ＤＡ１１との間に
介在するように湾曲される。
【０１６２】
　図２０及び図２１をさらに参照すると、非湾曲部ＤＡ１２の表示面は、ウインドウ部材
３００の下面３０１と対向する。湾曲部ＤＡ１１の表示面は、ハウジング５００の上面と
対向する。すなわち、湾曲部ＤＡ１１の下面は、ウインドウ部材３００の下面と反対であ
る。
【０１６３】
　本発明の一例として、表示モジュール２００は、フレキシブルプリント回路基板２０１
とディスプレイプリント回路基板２０５をさらに含む。フレキシブルプリント回路基板２
０１は、表示パネル４００とディスプレイプリント回路基板２０５とを接続させる。
【０１６４】
　フレキシブルプリント回路基板２０１の一端は、湾曲部ＤＡ１１の縁と接続され、フレ
キシブルプリント回路基板２０１の他端は、ディスプレイプリント回路基板２０５と接続
される。湾曲部ＤＡ１１の縁には、接続パッド（図示せず）が配置される。接続パッドは
、表示パネル４００のラインとフレキシブルプリント回路基板２０１を接続する。
【０１６５】
　非湾曲部ＤＡ１２は、フレキシブルプリント回路基板２０１とウインドウ部材３００と
の間に配置され、ディスプレイプリント回路基板２０５とウインドウ部材３００との間に
配置される。
【０１６６】
　フレキシブルプリント回路基板２０１は、湾曲部ＤＡ１１に配置されたパッド部を通じ
て表示パネル４００と接続されるので、パッド部の視認を防止するためのブラックマトリ
ックスは必要とされない。その結果、表示パネル４００のベゼルの幅を効果的に減少させ
ることができる。
【０１６７】
　図２２は、本発明の一実施形態に係る表示モジュールの断面図である。
【０１６８】
　図２２に図示された表示モジュール２００は、図３に図示された表示モジュール２００
と類似しているので、追加されたタッチモジュール８００に係る差異を除き、重複する説
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明は、省略する。
【０１６９】
　図２２を参照すると、表示モジュール２００は、タッチモジュール８００を含む。タッ
チモジュール８００は、ウインドウ部材３００と表示パネル４００との間に配置される。
本発明の一例として、タッチモジュール８００は、水平方向に沿って区分される第１タッ
チ領域ＴＡ１と第２タッチ領域ＴＡ２を含む。第１タッチ領域ＴＡ１と第２タッチ領域Ｔ
Ａ２は、それぞれ第１ウインドウ領域ＷＡ１と第２ウインドウＷＡ２の下に配置される。
第１タッチ領域ＴＡ１は、第１ウインドウ領域ＷＡ１に印加される第１外部入力を感知し
てタッチ信号を生成し、第２タッチ領域ＴＡ２は、第２ウインドウ領域ＷＡ２に印加され
る第２外部入力を感知してタッチ信号を生成する。
【０１７０】
　前述したように、第２ウインドウ領域ＷＡ２の第２の厚さは、第１ウインドウ領域ＷＡ
１の第１の厚さより厚い。したがって、第２ウインドウ領域ＷＡ２を横切って第２タッチ
領域ＴＡ２に伝達される第２外部入力の強さは、第１ウインドウ領域ＷＡ１を横切って第
１タッチ領域ＴＡ１に第１外部入力の強さより小さい。
【０１７１】
　本発明の一例として、第２タッチ領域ＴＡ２の感度は、第１タッチ領域ＴＡ１の感度よ
り高い。したがって、タッチモジュール８００は、第１外部入力と第２外部入力の強さの
差異を補償し、その結果、タッチモジュール８００の外部入力に対する正確性が効果的に
向上する。第２タッチ領域ＴＡ２の感度を第１タッチ領域ＴＡ１より高めるために、後述
するように、例えば、タッチ電極の大きさ、単位面積当たりのタッチ電極の個数、タッチ
電極の間の間隔、タッチ信号及び感知信号の処理等を利用することができる。
【０１７２】
　図２３Ａは、図２２に図示されたタッチモジュールの拡大断面図であり、図２３Ｂ～図
２３Ｄは、本発明の一実施形態に係るタッチモジュールの概略的な平面図である。
【０１７３】
　図２３Ａを参照すると、タッチモジュール８００は、ベース層８１０及びベース層８１
０上に配置されるタッチ電極を含む。
【０１７４】
　本発明の一例として、タッチ電極は、第１タッチ領域ＴＡ１に配置される第１タッチ電
極ＴＥ１と第２タッチ領域ＴＡ２に配置される第２タッチ電極ＴＥ２を含む。
【０１７５】
　タッチモジュール８００は、例えば、自己静電容量式（ｓｅｌｆ－ｃａｐａｃｉｔａｎ
ｃｅ　ｔｙｐｅ）又は相互静電容量式（ｍｕｔｕａｌ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｔｙｐ
ｅ）である。第１タッチ電極ＴＥ１と第２タッチ電極ＴＥ２は、タッチモジュール８００
の方式に合うように多様に変形して、配置及び接続することができる。
【０１７６】
　本発明の一例として、第１タッチ電極ＴＥ１の大きさは、第２タッチ電極ＴＥ２の大き
さより大きい。第１タッチ電極ＴＥ１の水平方向への第３長さＬ３は、第２タッチ電極Ｔ
Ｅ２の水平方向への第４長さＬ４より長い。
【０１７７】
　図２３Ｂを参照すると、本発明の一例として、第１タッチ電極ＴＥ１の第１電極面積は
、第２タッチ電極ＴＥ２の第２電極面積より広く、隣接する２つの第１タッチ電極ＴＥ１
の間の間隔は、隣接する２つの第２タッチ電極ＴＥ２の間の間隔と実質的に同一である。
本発明の一例として、第１と第２タッチ電極ＴＥ１、ＴＥ２のそれぞれの形状は、正方形
である。
【０１７８】
　本発明の一例として、単位領域当たりの第２タッチ電極ＴＥ２の数は、単位領域当たり
の第１タッチ電極ＴＥ１の数より多い。したがって、第１と第２外部入力の強さの差異を
補償し、その結果、タッチモジュール８００の外部入力に対する正確性が効果的に向上す
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る。
【０１７９】
　図２３Ｃをさらに参照すると、本発明の一例として、隣接する２つの第１タッチ電極Ｔ
Ｅ１の間の水平方向への第３の間隔Ｐ３は、隣接する２つの第２タッチ電極ＴＥ２の間の
水平方向への第４の間隔Ｐ４より大きく、第１と第２画素の面積は、実質的に同一である
。これにより、隣接する第２タッチ電極ＴＥ２の間に形成されるフリンジフィールドの強
さは、隣接する第１タッチ電極ＴＥ１の間に形成されるフリンジフィールドの強さより大
きくなるため、例えば、第１外部入力の強さが第２外部入力の強さより大きいことに起因
する第１と第２外部入力の強さの差異を補償し、タッチモジュール８００の外部入力に対
する正確性を効果的に向上させることができる。なお、第３の間隔Ｐ３と第４の間隔Ｐ４
は、実質的に同一でもよい。
【０１８０】
　図２３Ｄをさらに参照すると、第１タッチ領域ＴＡ１には、第１感知信号ＤＳ１が提供
される。第１感知信号ＤＳ１は、第１外部入力を感知するために第１タッチ電極ＴＥ１に
供給される信号である。これと同様に、第２タッチ領域ＴＡ２には、第２感知信号ＤＳ２
が提供される。第２感知信号ＤＳ２は、第２外部入力を感知するために第２タッチ電極Ｔ
Ｅ２に供給される信号である。
【０１８１】
　本発明の一例として、タッチモジュール８００は、センシング制御部８３０をさらに含
む。センシング制御部は、ベース層８１０、ディスプレイプリント回路基板２０５（図１
９に図示される）又は電子モジュール基板１１０（図１９に図示される）の中でいずれか
１つに配置される。センシング制御部８３０は、第１サブセンシング制御部８３１と第２
サブセンシング制御部８３２を含む。第１サブセンシング制御部８３１と第２サブセンシ
ング制御部８３２は、それぞれ第１感知信号ＤＳ１と第２感知信号ＤＳ２を生成し、第１
タッチ信号ＴＳ１と第２タッチ信号ＴＳ２を受信する。
【０１８２】
　第１タッチ領域ＴＡ１の第１タッチ電極ＴＥ１は、第１感知信号ＤＳ１に応答して第１
タッチ信号ＴＳ１を出力し、第２タッチ領域ＴＡ２の第２タッチ電極ＴＥ２は、第２感知
信号ＤＳ２に応答して第２タッチ信号ＴＳ２を出力する。センシング制御部８３０は、第
１タッチ信号ＴＳ１と第２タッチ信号ＴＳ２を利用して外部入力の座標を算出する。
【０１８３】
　第１サブセンシング制御部８３１と第２サブセンシング制御部８３２は、第１外部入力
と第２外部入力との間の強さの差異を補償するように、第１感知信号ＤＳ１及び／又は第
２感知信号ＤＳ２の強さを異なって生成する。例えば、第１外部入力の強さは、第２外部
入力の強さより大きいので、第１サブセンシング制御部８３１と第２サブセンシング制御
部８３２は、第２感知信号ＤＳ２の強さを相対的に増加させる。これにより、第１外部入
力と第２外部入力との強さの差異を補償し、タッチモジュール８００の外部入力に対する
正確性を効果的に向上させることができる。
【０１８４】
　本発明はこれに限定されない。本発明の一例として、第１感知信号ＤＳ１と第２感知信
号ＤＳ２の強さは、実質的に同一であり、第１サブセンシング制御部８３１と第２８３２
は、第１タッチ信号ＴＳ１と第２タッチ信号ＴＳ２を第１外部入力の強さと第２外部入力
の強さの差異に基づいて処理することによって、第１外部入力の強さと第２外部入力の強
さの差異を補償することもできる。
【０１８５】
　図２４Ａは、本発明の一実施形態に係るタッチ電極の概略図であり、図２４Ｂは、図２
４Ａに図示されたＡ領域の拡大図であり、図２４Ｃは、図２４Ｂに図示されたＩＩＩ－Ｉ
ＩＩ’領域の拡大図である。
【０１８６】
　図２４Ａを参照すると、第１タッチ領域ＴＡ１は、列タッチ電極ＣＴＥと行タッチ電極
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ＲＴＥとを含む。列タッチ電極ＣＴＥは、第２の方向ＤＲ２に沿って延長される。行タッ
チ電極ＲＴＥは、第３の方向ＤＲ２に沿って延長される。行タッチ電極ＲＴＥは、列タッ
チ電極ＣＴＥと絶縁される。行タッチ電極ＲＴＥと列タッチ電極ＣＴＥの間の相互静電容
量によって外部入力が感知される。
【０１８７】
　列タッチ電極ＣＴＥは、第２の方向ＤＲ２に羅列された第１センサーパターンＴＳＰ１
と第１センサーパターンＴＳＰ１の中で第２の方向ＤＲ２に隣接する２つの第１センサー
パターンを接続する第１接続パターンＴＬＰ１を含む。
【０１８８】
　第１センサーパターンＴＳＰ１と第１接続パターンＴＬＰ１とは、一体の形状を有する
。
【０１８９】
　行タッチ電極ＲＴＥは、第３の方向ＤＲ３に羅列された第２センサーパターンＴＳＰ２
と第２センサーパターンＴＳＰ２の中で第３の方向ＤＲ３に隣接する２つの第２センサー
パターンを接続する第２接続パターンＴＬＰ２を含む。
【０１９０】
　第２センサーパターンＴＳＰ２と第２接続パターンＴＬＰ２とは、一体の形状を有する
。第２接続パターンＴＬＰ２は、第１接続パターンＴＬＰ１と絶縁交差する。
【０１９１】
　図２４Ｂを参照すると、第１センサーパターンＴＳＰ１と第２センサーパターンＴＰＳ
２のそれぞれは、メッシュ（ｍｅｓｈ）形状を有する。より具体的には、数百ナノメータ
ーで数百マイクロメーターの幅を有する導電部ＣＰが互いに交差してメッシュ（ｍｅｓｈ
）をなす。導電部ＣＰの間には、開口部ＯＰが規定される。開口部ＯＰの大きさ又は導電
部ＣＰの幅に沿って第１と第２センサーパターンＴＳＰ１、ＴＰＳ２の透過度及び抵抗が
決定される。
【０１９２】
　図２４Ｃを参照すると、タッチモジュール８００は、ベース層８１０上に順次積層され
たバッファ層８４１、中間層８４２、カバー層８４３を含む。第１センサーパターンＴＳ
Ｐ１と第２センサーパターンＴＰＳ２のそれぞれは、第１導電層ＣＬ１と第２導電層ＣＬ
２を含む。
【０１９３】
　第１導電層ＣＬ１と第２導電層ＣＬ２は、金属からなり、例えば、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、
Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ
、Ｍｏ、Ｔｉ又はこれらの化合物や混合物を含むことができる。第１導電層ＣＬ１と第２
導電層ＣＬ２は、透明金属酸化物、例えば、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ
）、ＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）
、ＩＴＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、Ｍｏ、Ｔｉ等を含むこと
ができる。
【０１９４】
　第１導電層ＣＬ１は、バッファ層８４１と中間層８４２との間に配置されることができ
、第２導電層ＣＬ２は、中間層８４２とカバー層８４３との間に配置される。第２導電層
ＣＬ２は、中間層８４２に規定されたコンタクトホールを通じて第１導電層ＣＬ１と接続
される。
【０１９５】
　図２５Ａは、本発明の一実施形態に係るタッチ領域を示した概略図である。
【０１９６】
　図２５Ａを参照すると、本発明の一例として、タッチモジュール８００は、第１タッチ
領域ＴＡ１～第３タッチ領域ＴＡ３を含む。本発明の一例として、タッチモジュール８０
０は、楕円形であり、実質的に円形である。タッチモジュール８００の形状に対応してタ
ッチ領域ＴＡ１～ＴＡ３が規定される。
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【０１９８】
　図２５Ｂは、本発明の一実施形態に係るタッチモジュールの平面図である。
【０１９９】
　説明及び理解簡易にするために、図２５Ｂの一部構成の図示は、省略した。図２５Ｂを
参照すると、本発明の一実施形態に係るタッチモジュール８００は、タッチラインをさら
に含む。タッチラインは、例えば、第１タッチ領域ＴＥ１～第３タッチ電極ＴＥ３にそれ
ぞれ接続される第１タッチラインＬｔ１～第３タッチラインＬｔ３を含む。
【０２００】

【０２０１】

【０２０２】
　本発明の一例として、第１タッチラインＬｔ１は、第１タッチ電極ＴＥ１に感知信号と
第１タッチ電極ＴＥ１からタッチ信号を伝達する。第１タッチ電極ＴＥ１は、第１タッチ
ラインＬｔ１から入力された感知信号に応答して外部入力によって変化された自己静電容
量（ｓｅｌｆ－ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）に対応するタッチ信号を出力する。
【０２０３】

【０２０４】
　本発明の一例として、第２タッチラインＬｔ２は、第２タッチ電極ＴＥ２に感知信号を
伝達し、第２タッチ電極ＴＥ２からタッチ信号を伝達する。第２タッチ電極ＴＥ２は、第
２タッチラインＬｔ２から入力された感知信号に応答して外部入力によって変化された自
己静電容量（ｓｅｌｆ－ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ）に対応するタッチ信号を出力する。
【０２０５】
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【０２０６】

【０２０７】
　図２６は、本発明の一実施形態に係る電子時計の断面図である。
【０２０８】
　図２６を参照すると、電子時計１０００は、結合感知センサー６１０、クラウンセンサ
ー６２０、及びクラウン６３０をさらに含む。
【０２０９】
　クラウン６３０は、クラウンシャフト６３１とクラウンディスク６３３を含む。クラウ
ンシャフト６３１は、ストラップＳＴＲの側壁に規定される結合ホールで回転し又は水平
方向への所定の間隔を移動可能なように挿入又は結合される。クラウンディスク６３３は
、クラウンシャフト６３１の一端に接続され、ストラップＳＴＲの外側に配置されて外部
に露出される。
【０２１０】
　クラウンセンサー６２０は、ハウジング５００に配置される。クラウンセンサー６２０
は、結合ホールと対向するハウジング５００の側壁に配置される。クラウンセンサー６２
０は、クラウンシャフト６３１の他端と接触又は隣接する。クラウンセンサー６２０は、
クラウンシャフト６３１の回転又は水平方向への移動を感知するか、或いはクラウンシャ
フト６３１の位置を感知してクラウン信号を出力する。本発明の一例として、電子モジュ
ール基板１１０は、クラウン信号を利用して表示モジュール２００を制御する。使用者は
、表示モジュール２００を制御するために、クラウン６３０を回転させるか、或いは水平
方向に移動させることができる。
【０２１１】
　結合感知センサー６１０は、ハウジング５００に配置される。結合感知センサー６１０
は、例えば、ハウジング５００とストラップＳＴＲとの間に配置される。結合感知センサ
ー６１０は、ストラップＳＴＲと接触又は隣接する。結合感知センサー６１０は、表示モ
ジュール２００がストラップＳＴＲの結合空間ＣＳに結合されたかを感知して結合信号を
生成する。結合感知センサー６１０は、例えば、圧力センサーであり、表示モジュール２
００がストラップＳＴＲに結合された状態でストラップの結合感知センサー６１０に印加
する圧力をセンシングして結合信号を生成する。しかし、これに限定されるものではなく
、結合感知センサー６１０は、近接センサー又は赤外線を含む。
【０２１２】
　電子モジュール基板１１０は、結合信号を利用して表示モジュール２００を制御する。
【０２１３】
　図２７は、本発明の一実施形態に係るウインドウ部材の断面図である。
【０２１４】
　本発明の一実施形態に係るウインドウ部材３００は、可変曲率を有する。ウインドウ部
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材３００の曲率は、水平方向に沿って変わる。より具体的には、第１ウインドウ領域ＷＡ
１～第３ウインドウ領域ＷＡ３での曲率半径をそれぞれ第１曲率半径ｒ１～第３曲率半径
ｒ３であると定義するとき、ｒ１＜ｒ２＜ｒ３を満足する。したがって、第１ウインドウ
領域ＷＡ１～第３ウインドウ領域ＷＡ３の第１の厚さ～第３の厚さの間の差異が減少し、
ウインドウ部材３００によって映像の歪曲が効果的に防止され、その結果、表示モジュー
ル２００の表示品質を改善することができる。また、本発明の一例として、第１曲率半径
ｒ１～第３曲率半径ｒ３は、ｒ１＞ｒ２＞ｒ３を満足する。
【０２１５】
　本発明の一例として、映像の歪曲を防止するためにウインドウ部材３００は、複数のレ
ンズ層を含む。ウインドウ部材３００は、例えば、凹んだレンズ形状の凹レンズ層又は膨
らんでいるレンズ形状の凸レンズ層を含む。ウインドウ部材３００は、凹レンズ層と凸レ
ンズ層が交互に積層された構造を有する。複数のレンズ層の中で少なくともいずれか１つ
のレンズ層の屈折率は、互いに相異なる。
【０２１６】
　図２８は、本発明の一実施形態に係る他のウインドウ部材の断面図である。
【０２１７】
　図２８を参照すると、ウインドウ部材３００は、第１ウインドウ領域ＷＡ１から延長さ
れる延長部３０２をさらに含む。延長部３０２は、表示パネル４００側に延長され、パネ
ル空間ＰＳを規定する。パネル空間ＰＳは、ウインドウ部材３００の下面３０１の下側に
規定される。
【０２１８】
　ウインドウ部材３００は、ハウジング５００と結合され、表示モジュール２００は、ス
トラップＳＴＲの結合空間ＣＳに配置される。
【０２１９】
　図２９Ａ～図２９Ｃは、本発明の一実施形態に係る電子時計の断面図である。
【０２２０】
　図２９Ａを参照すると、ウインドウ部材３０５の上面の曲率は、ストラップＳＴＲの上
面の曲率より小さい。図２９Ｂを参照すると、ウインドウ部材３０６の上面の曲率は、ス
トラップＳＴＲの上面ＵＳＳの曲率と実質的に同一である。図２９Ｃを参照すると、ウイ
ンドウ部材３０７の上面ＵＳＳの曲率は、ストラップＳＴＲの曲率より大きい。
【０２２１】
　ウインドウ部材３００の上面の曲率に沿って前記電子時計１０００で表示される映像の
立体感と没入感が変更され、使用者に多様な審美感を提供することができる。
【０２２２】
　図３０Ａ及び図３０Ｂは、本発明の一実施形態に係る電子時計の平面図である。
【０２２３】
　図３０Ａを参照すると、ストラップＳＴＲは、第１サブストラップＳＴＲ１と第２サブ
ストラップＳＴＲ２を含む。第１サブストラップＳＴＲ１と第２サブストラップＳＴＲ２
は、ウインドウ部材３００の中心を基準に実質的に点対称である。第１サブストラップＳ
ＴＲ１と第２サブストラップＳＴＲ２は、ウインドウ部材３００を介して互いに反対方向
に延長される。
【０２２４】
　図３０Ｂを参照すると、第１サブストラップＳＴＲ１と第２サブストラップＳＴＲ２は
、ウインドウ部材３００の中心を通り、一水平方向と平行である仮想線ＩＭＬを基準に対
称である。
【０２２５】
　図３１は、本発明の一実施形態に係る電子時計の分離斜視図である。
【０２２６】
　図３１を参照すると、前述したように、表示モジュール２００は、ストラップＳＴＲか
ら分離されることができる。使用者は、多様な種類の表示モジュール２００及びストラッ
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プＳＴＲの中で表示モジュール２００及びストラップＳＴＲの機能及びデザインにしたが
って選択し、これらを結合させて特定の目的、用途、又は好みにしたがって使用すること
ができる。
【０２２７】
　図３２は、本発明の一実施形態に係る表示領域の平面図であり、図３３は、図３２に図
示された表示領域の拡大平面図である。
【０２２８】
　図３２を参照すると、本発明の一例として、前記表示領域は、多角形である。
【０２２９】
　例えば、前記表示領域の中で第ｊ表示領域ＤＡｊと第ｊ＋１表示領域ＤＡｊ＋１は、第
２の方向ＤＲ２と第３の方向ＤＲ３と平行である一対の辺を有する長方形である。第２の
方向ＤＲ２と第３の方向ＤＲ３は、平面と平行である方向である。前記第ｊ表示領域ＤＡ
ｊは、前記第ｊ＋１表示領域ＤＡｊ＋１を囲む。前記第ｊ表示領域ＤＡｊと前記第ｊ＋１
表示領域ＤＡｊ＋１との境界は、前記第２の方向ＤＲ２又は第３の方向ＤＲ３と平行であ
る。
【０２３０】
　図３３をさらに参照すると、本発明の一例として、第ｊ表示領域ＤＡｊは、第ｊ画素Ｐ
Ｘｊを含み、第ｊ＋１表示領域ＤＡｊ＋１は、第ｊ＋１画素ＰＸｊ＋１を含む。第ｊと第
ｊ＋１画素ＰＸｊ、ＰＸｊ＋１は、例えば、第２の方向ＤＲ２と第３の方向ＤＲ３と平行
である一対の辺を有する長方形状である。
【０２３１】

【０２３２】
　図３４Ａ～図３４Ｆは、本発明の一実施形態に係るサブ画素の平面図である。
【０２３３】
　図３４Ａを参照すると、本発明の一実施形態に係る複数の画素ＰＸは、第２の方向ＤＲ
２と第３の方向ＤＲ３に沿ってマトリックス状に配列される。複数の画素ＰＸのそれぞれ
は、レッドサブ画素Ｒ、グリーンサブ画素Ｇ及びブルーサブ画素Ｂを含む。レッドサブ画
素Ｒ、グリーンサブ画素Ｇ、及びブルーサブ画素Ｂのそれぞれは、第２の方向ＤＲ２と第
３の方向ＤＲ３と平行である辺を有する長方形状を有する。
【０２３４】
　レッドサブ画素Ｒ、グリーンサブ画素Ｇ、及びブルーサブ画素Ｂは、第３の方向ＤＲ３
に沿って順次配列される。
【０２３５】
　図３４Ｂを参照すると、表示パネル４００は、第３の方向ＤＲ３に沿って配列されたレ
ッドサブ画素Ｒとグリーンサブ画素Ｇに構成された第１ロジック画素ＬＰ１、及び第３の
方向ＤＲ３に沿って配列されたブルーサブ画素Ｂとグリーンサブ画素Ｇに構成された第２
ロジック画素ＬＰ２を含む。第１ロジック画素ＬＰ１と第２ロジック画素ＬＰ２は、第２
の方向ＤＲ２と第３の方向ＤＲ３に沿って交互に配置される。
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【０２３６】
　図３４Ｃを参照すると、複数の画素ＰＸは、第２の方向ＤＲ２と第３の方向ＤＲ３に沿
ってマトリックス状に配列される。複数の画素ＰＸのそれぞれは、レッドサブ画素Ｒ、グ
リーンサブ画素Ｇ、及びブルーサブ画素Ｂを含む。レッドサブ画素Ｒとグリーンサブ画素
Ｇは、第２の方向ＤＲ２に沿って配列される。ブルーサブ画素Ｂは、レッドサブ画素Ｒ及
びグリーンサブ画素Ｇと第３の方向ＤＲ３に離隔されるように配列される。
【０２３７】
　図３４Ｄを参照すると、表示パネル４００は、第４の方向ＤＲ４に沿って配列されたレ
ッドサブ画素Ｒとグリーンサブ画素Ｇに構成された第１ロジック画素ＬＰ１、及び第５の
方向ＤＲ５に沿って配列されたブルーサブ画素Ｂとグリーンサブ画素Ｇに構成された第２
ロジック画素ＬＰ２を含む。第４の方向ＤＲ４は、表示パネル４００の少なくとも１つの
辺又は表示パネル４００のすべての辺と平行でない方向である。第１ロジック画素ＬＰ１
と第２ロジック画素ＬＰ２は、第５の方向ＤＲ５に沿って交互に配置される。第５の方向
ＤＲ５は、第４の方向ＤＲ４と直交する。
【０２３８】
　図３４Ｅを参照するとレッドサブ画素Ｒ、グリーンサブ画素Ｇ、及びブルーサブ画素Ｂ
のぞれぞれは、第３の方向ＤＲ３～第５の方向ＤＲ５とそれぞれ平行である３対の辺を有
する六角形状を有する。第３の方向ＤＲ３と第４の方向ＤＲ４の間の角及び第３の方向Ｄ
Ｒ３と第５の方向ＤＲ５の間の角は、６０°である。
【０２３９】
　レッドサブ画素Ｒ、グリーンサブ画素Ｇ、及びブルーサブ画素Ｂは、第３の方向ＤＲ３
と第４の方向ＤＲ４に沿ってマトリックス状に配列される。
【０２４０】
　以上では、本発明の望ましい実施形態を参照して説明したが、該当技術分野の熟練した
当業者又は該当技術分野に通常の知識を有する者であれば、後述される特許請求の範囲に
記載された本発明の思想及び技術領域から逸脱しない範囲内で、本発明に係る多様な修正
及び変更を理解することができる。
【０２４１】
　したがって、本発明の技術的範囲は、明細書の詳細な説明に記載された内容に限定され
ることなく、特許請求の範囲によって定められなければならない。
【符号の説明】
【０２４２】
１００　電子モジュール
２００　表示モジュール
８００　タッチモジュール
９００　時計組立体
ＳＴＲ　ストラップ
１０００　電子時計
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